
様式９（添付１－３） 

 

令和４年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【  土岐市    】    

  

令和４年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

  土岐市外国人教育連絡協議会を以下の構成員で年間２回実施し、外国人教育について協議する。 

  〇構成員 

    土岐市教育委員会、土岐市外国人児童生徒コーディネーター、拠点校の管理職と外国人教育担当

者、外国人児童在籍小学校代表者、外国人生徒在籍中学校代表者 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

 

（１）土岐市外国人教育連絡協議会を年２回、開催し、外国人教育について協議した。 

 

（２）令和４年５月から土岐市立肥田中学校に、土岐市日本語初期指導教室を設置し、市が雇用する外国人児童生徒

コーディネーター１名および日本語初期指導教室指導員１名を配置することで、各校と連携し、日本語初期指

導が必要な児童生徒に対して支援を行った。 

 

（３）拠点校は、個別の指導計画に基づいた授業実践を行い、授業公開と研究協議会を設定した。拠点校以外

の外国人児童生徒が在籍する小中学校においては、個別の指導計画を作成し、個に応じた日本語指導の

充実を図った。 

 

（４）県外国人児童生徒連絡協議会や教頭会・校長会にて発表し、管内の小中学校へ発信した。 

 

（７）タブレット等を活用して写真や動画を見せながら学習支援を行った。 

 

（１０）市内の拠点校や外国人児童生徒在籍小・中学校に、学校の状況に応じて適応支援員を派遣し、外国人

教育に関する指導・助言を行った。 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

 

（１）市内の各関係者が連携・協力を図ることで、支援体制を充実させることができた。 

 

（２）対象児童生徒に対して、「拠点校」や「外国人児童生徒コーディネータ－」を中心とした指導体制の一層の充実

を図り、効果的な指導方法や教材等の情報の共有化など指導体制の整備を行った。日本語初期指導教室の

指導法等を外国人児童生徒が在籍する小中学校へ広め、市内各校の指導力の向上を目指す必要があ

る。 

 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施のために必要な内容、手順、指導法等について外国人児童生徒コ

ーディネーターが各学校へ訪問し助言を行い、効果的な個別の指導計画を作成することができた。今後も、外

国人児童生徒の指導・支援に関わる関係者の連携を深め、一層個に応じた個別の指導計画の充実を図ってい

く必要がある。 

 

（４）市内においては、拠点校だけではなく、市内の外国人児童生徒在籍小・中学校に成果が広く伝わり、市全体の

指導、支援の向上につながった。 



 

（７）タブレット等やＩCＴ機器を活用することで、外国人児童生徒が意欲的に日本語学習や教科学習を進めることが

できた。有効な使用方法については今後も検討が必要。 

 

（１０）市内の拠点校や外国人児童生徒在籍小・中学校の外国人児童生徒への指導や支援が充実し、外国人児童生

徒の学力や生活力が向上した。人材の確保が課題である。 
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４．その他（今後の取組予定等） 

 

 

 

 


